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 他に分類されない組合せ工具または
多目的工具;作業に特に関連せずかつ
他に分類されない可搬型動力駆動工
具の細部または要素[4]  

注 

このサブクラスは,明らかな主機能と同時に単数または複数の

二次機能をもつ工具を包含しない。それらの工具は,主機能を

もつ工具としての関連サブクラスに包含され,このサブクラス

のグル－プ 1/00 または 3/00 に分類されない。  

1/00 組合せ手工具または多目的手工具  

1/02 ・交換可能または調整可能の工具要素をも

つもの  

1/04 ・・工具要素が回動または摺動して使用位

置へ動かされるもの  

3/00 単一の可搬型動力装置といろいろな作業工

具との組合せ;その組合せ用のアダプタ  

A 液圧・空圧式駆動手段と色々な作業工具と

の組合せ  

Z その他  

5/00 作業の種類に特に関連せず,かつ他に分類

されない可搬型動力駆動工具の細部また

は要素[4]  

A 安全・防護手段  

B スイツチ部  

C 電気的制御・操作・表示手段  

D 液圧・空圧駆動工具用のもの〔A-C 優先〕  

E ・消音手段  

F ・バルブ手段  

G 電動式駆動工具用のもの〔A-C 優先〕  

H ・充電・電池式用のもの  

Z その他  

5/02 ・ケ－シング,本体またはハンドルの構造

[4]  

 


